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○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二年厚生省告示第十九号）（抄）【平成二十七年四月一日施行（予定）】
（変更点は下線部）

現 行 改 正 案

別表 別表

指定居宅サービス介護給付費単位数表 指定居宅サービス介護給付費単位数表

１ 訪問介護費 １ 訪問介護費

イ 身体介護が中心である場合 イ 身体介護が中心である場合

⑴ 所要時間20分未満の場合 171単位 ⑴ 所要時間20分未満の場合 165単位

⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 255単位 ⑵ 所要時間20分以上30分未満の場合 245単位

⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 404単位 ⑶ 所要時間30分以上１時間未満の場合 388単位

⑷ 所要時間１時間以上の場合 587単位に所要時間１時間から計算 ⑷ 所要時間１時間以上の場合 564単位に所要時間１時間から計算

して所要時間30分を増すごとに83単位を加算した単位数 して所要時間30分を増すごとに80単位を加算した単位数

ロ 生活援助が中心である場合 ロ 生活援助が中心である場合

⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 191単位 ⑴ 所要時間20分以上45分未満の場合 183単位

⑵ 所要時間45分以上の場合 236単位 ⑵ 所要時間45分以上の場合 225単位

ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 101単位 ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 97単位

注１ 利用者に対して、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等 注１ 利用者に対して、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令 の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令

第37号。以下「指定居宅サービス基準」という第５条第１項 第37号。以下「指定居宅サービス基準」という第５条第１項

に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じの訪問介護 に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じの訪問介護

員等（同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じが、指 員等（同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じが、指

定訪問介護（指定居宅サービス基準第４条に規定する指定訪問 定訪問介護（指定居宅サービス基準第４条に規定する指定訪問

介護をいう。以下同じを行った場合に、現に要した時間では 介護をいう。以下同じを行った場合に、現に要した時間では

なく、訪問介護計画（指定居宅サービス基準第24条第１項に規 なく、訪問介護計画（指定居宅サービス基準第24条第１項に規

定する訪問介護計画をいう。以下同じに位置付けられた内容 定する訪問介護計画をいう。以下同じに位置付けられた内容

の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を

算定する。 算定する。

２ イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う ２ イについては、身体介護（利用者の身体に直接接触して行う

介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用 介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用

者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び 者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び

専門的な援助をいう。以下同じが中心である指定訪問介護を 専門的な援助をいう。以下同じが中心である指定訪問介護を

行った場合に所定単位数を算定する。なお、身体介護が中心で 行った場合に所定単位数を算定する。なお、身体介護が中心で

ある指定訪問介護の所要時間が20分未満であって、かつ、夜間 ある指定訪問介護の所要時間が20分未満である場合は、イ(１)の
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（午後６時から午後10時までの時間をいう。以下同じ、早朝 所定単位数を、身体介護が中心である指定訪問介護の所要時間

（午前６時から午前８時までの時間をいう。以下同じ若しく が20分未満であって、かつ、別に厚生労働大臣が定める基準に

は深夜（午後10時から午前６時までの時間をいう。以下同じ 適合するものとして都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律

に行われる場合又は別に厚生労働大臣が定める基準に適合する 第67号）第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都市」とい

ものとして都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号） う及び同法第252条の22第１項の中核市（以下「中核市」とい

第252条の19第１項の指定都市（以下「指定都市」という及び うにあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じに届

同法第252条の22第１項の中核市（以下「中核市」というにあ け出た指定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定め

っては、指定都市又は中核市の市長。以下同じに届け出た指 る基準に適合する利用者に対して行われる場合は、イ(１)の所定

定訪問介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める基準に 単位数を当該算定月における１月当たりの訪問介護費を指定地

適合する利用者に対して行われる場合は、イ(１)の所定単位数を 域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成1

算定する。 8年厚生労働省告示第126号）の別表指定地域密着型サービス介

護給付費単位数表の定期巡回・随時対応型訪問介護看護費のイ

(１)のうち当該利用者の要介護状態区分に応じた所定単位数を限

度として、それぞれ算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二

年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表

（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」というの訪問介

護費の注２の厚生労働大臣が定める基準

次のいずれにも適合すること。

イ 利用者又はその家族等から電話等による連絡があった場合に、

常時対応できる体制にあること。

ロ 指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指

定居宅サービス等基準」という第五条第一項に規定する指定訪

問介護事業所をいう。以下同じに係る指定訪問介護事業者（指

定居宅サービス等基準第五条第一項に規定する指定訪問介護事業

者をいう。以下同じが次のいずれかに該当すること。

⑴ 当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者（指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第三十四号。以

下「指定地域密着型サービス基準」という第三条の四第一項

に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者をい

う。以下同じの指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実
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施していること。

⑵ 当該指定訪問介護事業者が指定定期巡回・随時対応型訪問介

護看護事業者の指定を併せて受けようとする計画を策定してい

ること（当該指定訪問介護事業者については、要介護状態区分

が要介護三、要介護四又は要介護五である者に対して指定訪問

介護（指定居宅サービス等基準第四条に規定する指定訪問介護

をいう。以下同じを行うものに限る。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者の内容は次のと

おり。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成十二

年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費単位数表

（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」というの訪問介

護費の注２の厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者

次のいずれにも該当する利用者

イ 要介護状態区分が、要介護一又は要介護二である利用者であっ

て、周囲の者による日常生活に対する注意を必要とする認知症の

もの及び要介護三、要介護四又は要介護五である利用者であって、

疾病若しくは傷害若しくはそれらの後遺症又は老衰により生じた

身体機能の低下が認められることから、屋内での生活に介護を必

要とするもの

ロ 指定居宅介護支援事業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及

び運営に関する基準（平成十一年厚生省令第三十八号）第二条に

規定する指定居宅介護支援事業所をいう。以下同じの介護支援

専門員が開催するサービス担当者会議（指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準第十三条第九号に規定するサービ

ス担当者会議をいい、指定訪問介護事業所（指定居宅サービス等

の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成十一年厚生省令

第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という第五条第

一項に規定する指定訪問介護事業所をいうのサービス提供責任

者（指定居宅サービス等基準第五条第二項に規定するサービス提

供責任者をいうが参加し、三月に一回以上開催されている場合

に限るにおいて、おおむね一週間のうち五日以上、頻回の訪問

を含む所要時間が二十分未満の指定訪問介護（指定居宅サービス
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等基準第四条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ（身体

介護に該当するものに限るの提供が必要であると認められた利

用者

３ ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは ３ ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは

親族（以下「家族等」というと同居している利用者であって、 親族（以下「家族等」というと同居している利用者であって、

当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該 当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該

家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助 家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助

（調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなけ （調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなけ

れば日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成９年法 れば日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法（平成９年法

律第123号。以下「法」という第８条第２項に規定する居宅要 律第123号。以下「法」という第８条第２項に規定する居宅要

介護者に対して行われるものをいうが中心である指定訪問介 介護者に対して行われるものをいうが中心である指定訪問介

護を行った場合に所定単位数を算定する。 護を行った場合に所定単位数を算定する。

４ ハについては、利用者に対して、通院等のため、指定訪問介 ４ ハについては、利用者に対して、通院等のため、指定訪問介

護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は 護事業所の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は

降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の 降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の

屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受 屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受

診等の手続き、移動等の介助（以下「通院等乗降介助」という 診等の手続き、移動等の介助（以下「通院等乗降介助」という

を行った場合に１回につき所定単位数を算定する。 を行った場合に１回につき所定単位数を算定する。

５ 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所 ５ 身体介護が中心である指定訪問介護を行った後に引き続き所

要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った 要時間20分以上の生活援助が中心である指定訪問介護を行った

場合（イ⑴の所定単位数を算定する場合を除くは、イの所定 場合（イ⑴の所定単位数を算定する場合を除くは、イの所定

単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心で 単位数にかかわらず、イの所定単位数に当該生活援助が中心で

ある指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すご ある指定訪問介護の所要時間が20分から計算して25分を増すご

とに70単位（210単位を限度とするを加算した単位数を算定す とに67単位（201単位を限度とするを加算した単位数を算定す

る。 る。

６ 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（指定居宅サ ６ 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者（指定居宅サ

ービス基準第５条第２項のサービス提供責任者をいう。以下同 ービス基準第５条第２項のサービス提供責任者をいう。以下同

じを配置している指定訪問介護事業所において、指定訪問介 じを配置している指定訪問介護事業所（平成30年3月31日まで

護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を の間は、別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして

算定する。 都道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所を除くにおいて、

指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の70に相当す

る単位数を算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。
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訪問介護費の注６の厚生労働大臣が定める基準

平成二十七年三月三十一日時点で、介護保険法施行規則（平成十

一年厚生省令第三十六号）第二十二条の二十三第一項に規定する介

護職員初任者研修課程を修了した者(以下「初任者研修修了者」と

いうをサービス提供責任者（指定居宅サービス等基準第五条第二

項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じとして配置し

ており、かつ、平成二十七年四月一日以降も当該初任者研修修了者

をサービス提供責任者として配置する指定訪問介護事業所であっ

て、平成三十年三月三十一日までに、当該訪問介護事業所以外の指

定訪問介護事業所であって当該訪問介護事業所に対して指定訪問介

護の提供に係る支援を行うものとの密接な連携の下に運営される指

定訪問介護事業所となること又はなることが確実に見込まれるもの

であること。

７ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問介護 ７ 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは

事業所において、当該指定訪問介護事業所の所在する建物と同 隣接する敷地内の建物（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第

一の建物（老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の４に規 20条の４に規定する養護老人ホーム、同法第20条の６に規定す

定する養護老人ホーム、同法第20条の６に規定する軽費老人ホ る軽費老人ホーム若しくは同法第29条第１項に規定する有料老

ーム若しくは同法第29条第１項に規定する有料老人ホーム又は 人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年

高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号） 法律第26号）第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け

第５条第１項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって 住宅であって同項に規定する都道府県知事の登録を受けたもの

同項に規定する都道府県知事の登録を受けたもの若しくは高齢 に限る。以下この注並びに訪問入浴介護費の注４、訪問看護費

者の居住の安定確保に関する法律施行規則等の一部を改正する の注３及び訪問リハビリテーション費の注２において同じ若

省令（平成23年国土交通省令第64号）の施行の際現に同令第１ しくは指定訪問介護事業所と同一建物に居住する利用者又は指

条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律 定訪問介護事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に2

施行規則（平成13年国土交通省令第115号）第３条第５号に規定 0人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問介護を行った場

する高齢者専用賃貸住宅である賃貸住宅に限る。訪問入浴介護 合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

費の注４、訪問看護費の注３及び訪問リハビリテーション費の

注２において同じに居住する利用者に対し、指定訪問介護を

行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定

する。

８ イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満た ８ イ及びロについては、別に厚生労働大臣が定める要件を満た

す場合であって、同時に２人の訪問介護員等が１人の利用者に す場合であって、同時に２人の訪問介護員等が１人の利用者に

対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200 対して指定訪問介護を行ったときは、所定単位数の100分の200

に相当する単位数を算定する。 に相当する単位数を算定する。
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９ 夜間又は早朝に指定訪問介護を行った場合は、１回につき所 ９ 夜間（午後６時から午後10時までの時間をいう。以下同じ

定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、 又は早朝（午前６時から午前８時までの時間をいう。以下同じ

深夜に指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定単位数の1 に指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定単位数の100

00分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。 分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜（午後10

時から午前６時までの時間をいう。以下同じに指定訪問介護

を行った場合は、１回につき所定単位数の100分の50に相当する

単位数を所定単位数に加算する。

10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都 10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都

道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、 道府県知事に届け出た指定訪問介護事業所が、利用者に対し、

指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、 指定訪問介護を行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、

１回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、 １回につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次 次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次

に掲げるその他の加算は算定しない。 に掲げるその他の加算は算定しない。

⑴ 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位 ⑴ 特定事業所加算(Ⅰ) 所定単位数の100分の20に相当する単位

数 数

⑵ 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位 ⑵ 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の100分の10に相当する単位

数 数

⑶ 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位 ⑶ 特定事業所加算(Ⅲ) 所定単位数の100分の10に相当する単位

数 数

⑷ 特定事業所加算(Ⅳ) 所定単位数の100分の５に相当する単位

数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

訪問介護費における特定事業所加算の基準

イ～ハ （略）

ニ 特定事業所加算(Ⅳ) 次に掲げる基準のいずれにも適合するこ

と。

⑴ イの⑵から⑷までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑵ 指定訪問介護事業所の全てのサービス提供責任者に対し、サ

ービス提供責任者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、

研修（外部における研修を含むを実施又は実施を予定してい

ること。

⑶ 指定居宅サービス等基準第五条第二項の規定により配置する

こととされている常勤のサービス提供責任者が二人以下の指定

訪問介護事業所であって、同項の規定により配置することとさ
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れているサービス提供責任者を常勤により配置し、かつ、同項

に規定する基準を上回る数の常勤のサービス提供責任者を一人

以上配置していること。

⑷ 前年度又は算定日が属する月の前三月間における利用者の総

数のうち、要介護状態区分が要介護三、要介護四又は要介護五

である者、日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行

動が認められることから介護を必要とする認知症である者並び

に社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第一条各号に掲げる行

為を必要とする者の占める割合が百分の六十以上であること。

11 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業 11 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問介護事業

所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない 所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない

場合は、当該事務所を除く又はその一部として使用される事 場合は、当該事務所を除く又はその一部として使用される事

務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域 務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域

訪問介護加算として、１回につき所定単位数の100分の15に相当 訪問介護加算として、１回につき所定単位数の100分の15に相当

する単位数を所定単位数に加算する。 する単位数を所定単位数に加算する。

12 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 12 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労

働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問介護事業所（その 働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問介護事業所（その

一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、 一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、

当該事務所を除く又はその一部として使用される事務所の訪 当該事務所を除く又はその一部として使用される事務所の訪

問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定単 問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定単

位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。 位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

13 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が 13 指定訪問介護事業所の訪問介護員等が、別に厚生労働大臣が

定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施 定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施

地域（指定居宅サービス基準第29条第５号に規定する通常の事 地域（指定居宅サービス基準第29条第５号に規定する通常の事

業の実施地域をいうを越えて、指定訪問介護を行った場合は、 業の実施地域をいうを越えて、指定訪問介護を行った場合は、

１回につき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位 １回につき所定単位数の100分の５に相当する単位数を所定単位

数に加算する。 数に加算する。

14 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指 14 イについて、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指

定訪問介護事業所のサービス提供責任者が指定居宅介護支援事 定訪問介護事業所のサービス提供責任者が指定居宅介護支援事

業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準 業所（指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

（平成11年厚生省令第38号）第２条第１項に規定する指定居宅 （平成11年厚生省令第38号）第２条第１項に規定する指定居宅

介護支援事業所をいう。以下同じの介護支援専門員と連携し、 介護支援事業所をいう。以下同じの介護支援専門員と連携し、

当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護 当該介護支援専門員が必要と認めた場合に、当該指定訪問介護

事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画（法第 事業所の訪問介護員等が当該利用者の居宅サービス計画（法第
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８条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じに ８条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。以下同じに

おいて計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊 おいて計画的に訪問することとなっていない指定訪問介護を緊

急に行った場合は、１回につき100単位を加算する。 急に行った場合は、１回につき100単位を加算する。

15 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定 15 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定

施設入居者生活介護又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 施設入居者生活介護又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密

着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入 着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入

所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問 所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、訪問

介護費は、算定しない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介 介護費は、算定しない。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護を受けている利用者に対して、通院等乗降介助の提供を 護看護を受けている利用者に対して、通院等乗降介助の提供を

行った場合は、ハの所定単位数を算定する。 行った場合は、ハの所定単位数を算定する。

ニ 初回加算 200単位 ニ 初回加算 200単位

注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した 注 指定訪問介護事業所において、新規に訪問介護計画を作成した

利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定 利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定

訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は 訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った場合又は

当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは 当該指定訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは

初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行っ 初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行っ

た際にサービス提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単 た際にサービス提供責任者が同行した場合は、１月につき所定単

位数を加算する。 位数を加算する。

ホ 生活機能向上連携加算 100単位 ホ 生活機能向上連携加算 100単位

注 利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所（指定居 注 利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所（指定居

宅サービス基準第76条第１項に規定する指定訪問リハビリテーシ 宅サービス基準第76条第１項に規定する指定訪問リハビリテーシ

ョン事業所をいう。以下同じの理学療法士、作業療法士又は言 ョン事業所をいう。以下同じ又は指定通所リハビリテーション

語聴覚士（以下この号において「理学療法士等」というが、指 事業所（指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所

定訪問リハビリテーション（指定居宅サービス基準第75条に規定 リハビリテーション事業所をいう。以下同じの理学療法士、作

する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じを行った際 業療法士又は言語聴覚士が、指定訪問リハビリテーション（指定

にサービス提供責任者が同行し、当該理学療法士等と利用者の身 居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーション

体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的 をいう。以下同じ又は指定通所リハビリテーション（指定居宅

とした訪問介護計画を作成した場合であって、当該理学療法士等 サービス基準第110条に規定する指定通所リハビリテーションをい

と連携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったとき う。以下同じの一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサ

は、初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降３月の ービス提供責任者が同行する等により、当該理学療法士、作業療

間、１月につき所定単位数を加算する。 法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行

い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した

場合であって、当該理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連

携し、当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、
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初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降３月の間、

１月につき所定単位数を加算する。

ヘ 介護職員処遇改善加算 ヘ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、 訪問介護事業所が、利用者に対し、指定訪問介護を行った場合は、

当該基準に掲げる区分に従い、平成27年３月31日までの間、次に 当該基準に掲げる区分に従い、平成30年３月31日までの間、次に

掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず 掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいず

れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の れかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の

加算は算定しない。 加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位

数の1000分の86に相当する単位数

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからホまでにより算定した単位 ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イからホまでにより算定した単位

数の1000分の40に相当する単位数 数の1000分の48に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑵により算定した単位数の100分の

90に相当する単位数 90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑷ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ⑵により算定した単位数の100分の

80に相当する単位数 80に相当する単位数

※ 別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

訪問介護費における介護職員処遇改善加算の基準

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ 介護職員の賃金（退職手当を除くの改善（以下「賃金改善」

というに要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定

見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基

づき適切な措置を講じていること。

⑵ 指定訪問介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、

当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇

改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全

ての介護職員に周知し、都道府県知事（地方自治法（昭和二十

二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市

（以下「指定都市」という及び同法第二百五十二条の二十二

第一項の中核市（以下「中核市」というにあっては、指定都

市又は中核市の市長。第三十五号及び第六十五号を除き、以下
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同じに届け出ていること。

⑶ 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施す

ること。

⑷ 当該指定訪問介護事業所において、事業年度ごとに介護職員

の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法（昭和

二十二年法律第四十九号）、労働者災害補償保険法（昭和二十

二年法律第五十号）、最低賃金法（昭和三十四年法律第百三十

七号）、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）、雇

用保険法（昭和四十九年法律第百十六号）その他の労働に関す

る法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

⑹ 当該指定訪問介護事業所において、労働保険料（労働保険の

保険料の徴収等に関する法律（昭和四十四年法律第八十四号）

第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じの納付

が適正に行われていること。

⑺ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に

周知していること。

㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該

計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。

⑻ 平成二十七年四月から⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 次に掲げる基準のいずれにも適合す

ること。

⑴ イ⑴から⑹までに掲げる基準に適合すること。

⑵ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

㈠ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件

（介護職員の賃金に関するものを含むを定めていること。

ｂ ａの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員



- 11 -

に周知していること。

㈡ 次に掲げる要件の全てに適合すること。

ａ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当

該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保しているこ

と。

ｂ ａについて、全ての介護職員に周知していること。

⑶ 平成二十年十月からイ⑵の届出の日の属する月の前月までに

実施した介護職員の処遇改善の内容（賃金改善に関するものを

除く及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員

に周知していること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合し、かつロ⑵又は⑶に掲げる基準のいずれかに適合す

ること。

ニ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) イ⑴から⑹までに掲げる基準のいず

れにも適合すること。

２ 訪問入浴介護費 ２ 訪問入浴介護費

イ 訪問入浴介護費 1,259単位 イ 訪問入浴介護費 1,234単位

注１ 利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービ 注１ 利用者に対して、指定訪問入浴介護事業所（指定居宅サービ

ス基準第45条第１項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。 ス基準第45条第１項に規定する指定訪問入浴介護事業所をいう。

以下同じの看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同じ 以下同じの看護職員（看護師又は准看護師をいう。以下同じ

１人及び介護職員２人が、指定訪問入浴介護（指定居宅サービ １人及び介護職員２人が、指定訪問入浴介護（指定居宅サービ

ス基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ ス基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ

を行った場合に算定する。 を行った場合に算定する。

２ 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支 ２ 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支

障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師 障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師

の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員３ の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員３

人が指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95 人が指定訪問入浴介護を行った場合は、所定単位数の100分の95

に相当する単位数を算定する。 に相当する単位数を算定する。

３ 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合で ３ 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合で

あって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴（洗髪、陰 あって、当該利用者の希望により清しき又は部分浴（洗髪、陰

部、足部等の洗浄をいうを実施したときは、所定単位数の100 部、足部等の洗浄をいうを実施したときは、所定単位数の100

分の70に相当する単位数を算定する。 分の70に相当する単位数を算定する。

４ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問入浴 ４ 指定訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若し

介護事業所において、当該指定訪問入浴介護事業所の所在する くは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問入浴介護事業所と




